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 社会保険病院の概要 
 
 
１．設置根拠 
 国（社会保険庁）は、健康保険法第１５０条の規定に基づき、保険者が行う
保健福祉事業の一環として病院を設置 
○健康保険法（大正１１年法律第70号）（抜粋） 

第６章 保健事業及び福祉事業 

 第１５０条 

 ２ 保険者は、被保険者等の療養のために必要な費用に係る資金若しくは用具の貸付けその他の被

保険者等の療養若しくは療養環境の向上又は被保険者等の出産のために必要な費用に係る資金の

貸付けその他の被保険者等の福祉の増進のために必要な事業を行うことができる。 
 
２．設置主体等 
(1) 設 置 者    

社会保険庁（政管健保の保険者） 
(2) 設置時期 
  主として昭和２０年代 
(3) 設置数 
  全国に５３病院（延べ14,728床、平均278床） 
 うち、２９病院が介護老人保健施設を併設 

 
３．運  営 
（1） 経営は公益法人及び地方公共団体に委託し、受託団体の独立採算により運   
   営されており､運営費の補助は行っていない(国有民営方式)。 
    また、平成17年度から、保険料財源を財源とした病院整備を取り止める

こととした。 
〔委託先法人〕 
(社)全国社会保険協会連合会(49病院)、公立紀南病院組合(1病院)、 
岡谷市(1病院)､(財)平成紫川会(1病院)､（社）地域医療振興協会(1病院) 

 
(2) 経 営 状 況 
 年     度 収   入 支    出 収 支 差 備          考 

 
平成16年度 ２，９１６億円 ２，８８７億円 ＋２９億円 

単年度黒字 ５０病院 

単年度赤字   ３病院 

平成17年度 ２，９４６億円 ２，８７３億円 ＋７３億円 
単年度黒字 ５1病院 

単年度赤字  ２病院 

 

平成18年度 ２，８７１億円 ２，８４２億円 ＋２９億円 
単年度黒字 ３６病院 

単年度赤字 １７病院 

※平成15年度以降は、建物等更新費用を計上。（平成16年度95億円、平成17年度92億円、平成18年度89億円） 

※平成18年度末の累積剰余は、667億円。 

 












